
（ 裏面も ご覧く ださ い）

 生活に 

 困っている 

仕事が 

見つからない 

  将来が 

  不安 

病気で 

働けない 

  家族の 

  ことで 

   悩んでいる  社会に 

 出るのが 

 恐い 

 住む所が 

ない 

まずはお困り事を 

お聞かせください。 

相談窓口が一緒に考え、 

解決へのお手伝いをします。 

ご相談は、 東根市社会福祉協議会 の相談窓口にご連絡ください。 

                                                     ℡ ４１-２３６１ 

家賃を 

払えない 

生活自立相談窓口はこちらです 

◎ 対象となる方 
 市内にお住まいで、経済的な問題 

 を抱え、生活に困っている方 

  （生活保護を受けていない方） 



　 自立相談支援事業 　 住宅確保給付金の支給

あなただけの支援プランを作り ます 家賃相当額を支給します

離職などにより 住居を失った方、 または失う おそれ生活に困り ごとや不安を抱えている場合は、 まずは
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の高い方には、 就職に向けた活動をすることなどを

条件に、 一定期間、 家賃相当額を支給します。 生活の

土台となる住居を整えた上で、 就職に向けた支援を

行います。

相談窓口にご相談く ださい。 支援員が相談を受けて、

どのよう な支援が必要かをあなと一緒に考え、 具体

的な支援プランを作成し 、 寄り 添いながら自立に向け

た支援を行います。

 

  市内にお住まいで、経済的な問題を抱え、生活に困っている方 

  対象となる方は？ 

 

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が 

  どんなことをする

① まずは、相談窓口 

  へご連絡ください。  

② 相談員がお困りご   

  とをお聞きします。 

③ 一人ひとりにあった

支援プランを作成します。 

④ 支援プランに沿った 

  プランを行います。 

 

 課題を解決しながら、 

何らかの理由でお越しいただけな

い場合は、ご自宅にも訪問します。 

  相談支援の流れは？ 
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